
11月 3日・文化の日
23日・勤労感謝の日

（霜月） November

昭和56年５月31日以前に建築された居住用家屋の耐震改修をし
た場合に、改修費用の一定額を税額控除できる「耐震改修促進税
制」の適用を受けるには、地方公共団体の一定の計画区域内で建
築されたものという地域要件がありましたが、この要件が廃止さ
れ本年６月30日以後の改修契約分から適用されています。
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ワンポイント

1 1月の税務と労務

耐震改修促進税制の地域要件を廃止

国　税／10月分源泉所得税の納付
11月10日

国　税／所得税予定納税額の減額承
認申請 11月15日

国　税／所得税予定納税額第2期分
の納付 11月30日

国　税／9月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等）11月30日

国　税／12月、3月、6月決算法人の
消費税等の中間申告

（年3回の場合）11月30日

国　税／3月決算法人の中間申告
11月30日

国　税／個人事業者の消費税等の中
間申告

（年3回の場合）11月30日
地方税／個人事業税第2期分の納付

都道府県の条例で定める日
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※税を考える週間  11月11日〜11月17日
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平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
七
日
に

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
者
等
を

支
援
す
る
た
め
の
震
災
特
例
法
が
制

定
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
な
税
務
上
の

特
例
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
特
例
法
は
、
緊
急
の
対
応

措
置
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、

今
後
復
旧
の
際
の
特
例
等
が
追
加
さ

れ
る
予
定
で
す
。

※
な
お
、
震
災
特
例
法
に
お
い
て
、

「
東
日
本
大
震
災
」
と
は
、
平
成
二

十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ

れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故

に
よ
る
災
害
を
い
い
ま
す
。

１
　
所
得
税

a

被
災
事
業
用
資
産
等
の
特
例

個
人
事
業
者
が
棚
卸
資
産
や
事
業

用
資
産
に
損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、

そ
の
損
失
額
を
平
成
二
十
二
年
分
の

損
失
と
し
て
必
要
経
費
に
算
入
で
き

ま
す
。
青
色
申
告
の
場
合
に
は
、
損

失
額
が
平
成
二
十
二
年
分
で
引
き
き

れ
な
け
れ
ば
、
平
成
二
十
一
年
分
の

所
得
に
繰
り
戻
し
て
二
十
一
年
分
所

得
税
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

ま
た
、
純
損
失
繰
越
控
除
の
控
除

期
間
が
、
一
定
の
損
失
に
つ
い
て
は

五
年
間
に
延
長
さ
れ
、
住
民
税
及
び

事
業
税
に
つ
い
て
も
同
様
の
措
置
が

採
ら
れ
て
い
ま
す
。

s

雑
損
控
除
又
は
災
害
減
免
法
の

特
例

震
災
被
害
者
に
対
し
て
、
雑
損
控

除
又
は
災
害
減
免
法
に
よ
る
軽
減
免

除
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
分
の

所
得
か
ら
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
な
お
、
雑
損
控
除
を
選
択
し
た

場
合
で
、
損
失
額
が
一
年
で
控
除
し

き
れ
な
い
場
合
の
繰
越
控
除
期
間
が

五
年
に
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
す
で
に
確
定
申
告
を
済
ま

せ
て
い
る
場
合
は
、「
平
成
二
十
二
年

分
所
得
税
の
更
正
の
請
求
」
が
必
要

で
す
。

d

寄
附
金
の
特
例

個
人
が
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十

一
日
か
ら
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
支
出
し
た
震
災
関
連

寄
附
金
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に

取
扱
わ
れ
ま
す
。

①

震
災
関
連
寄
附
金
に
対
す
る
寄

附
金
控
除
の
控
除
対
象
限
度
額
は
、

総
所
得
金
額
等
の
八
〇
％
と
さ
れ

ま
す
。

②

共
同
募
金
会
等
に
支
出
し
た
震

災
関
連
寄
附
金
に
つ
い
て
、
そ
の

寄
附
金
額
が
二
千
円
超
の
場
合
、

所
得
控
除
と
の
選
択
に
よ
り
、
そ

の
超
え
る
額
の
四
〇
％
（
所
得
税

額
の
二
五
％
が
限
度
）
が
そ
の
年

分
の
所
得
税
額
か
ら
控
除
で
き
ま

す
。

※
「
震
災
関
連
寄
附
金
」
と
は
、

国
又
は
東
日
本
大
震
災
に
よ
り

著
し
い
被
害
が
発
生
し
た
地
方

公
共
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
及

び
財
務
大
臣
が
指
定
寄
附
金
と

し
て
指
定
し
た
寄
附
金
を
い
い

ま
す
。

f

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例

住
宅
借
入
金
等
を
有
し
て
い
る
場

合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
適
用

対
象
と
な
っ
て
い
た
住
宅
が
、
震
災

に
よ
っ
て
居
住
で
き
な
く
な
っ
た
場

合
に
は
、
残
っ
て
い
る
控
除
期
間
に

つ
い
て
引
き
続
き
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
住
民
税
に
つ
い
て

も
同
様
で
す
。

２
　
法
人
税

a

震
災
損
失
の
繰
戻
し
に
よ
る
法

人
税
の
還
付

次
の
事
業
年
度
等
に
お
い
て
、
震

災
に
よ
っ
て
棚
卸
資
産
等
に
損
失
を

被
っ
た
こ
と
で
欠
損
金
が
生
じ
た
場

合
は
、
二
年
前
ま
で
遡
っ
て
法
人
税

の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か

ら
二
十
四
年
三
月
十
日
ま
で
の
間

に
終
了
す
る
事
業
年
度

②

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か

ら
九
月
十
日
ま
で
の
間
に
終
了
す

る
中
間
期
間

s

被
災
代
替
資
産
等
の
特
別
償
却

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
、
震
災
に
よ
っ
て
滅
失
あ
る
い
は

損
壊
し
た
建
物
等
の
代
替
資
産
を
取

得
等
し
て
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
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に
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
よ

り
、
特
別
償
却
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
代
替
資
産
の
取
得
に
該
当

し
な
い
建
物
、
構
築
物
、
機
械
装
置

の
取
得
等
に
つ
い
て
も
、
被
災
地
で

事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
特

別
償
却
の
対
象
と
さ
れ
ま
す
。
中
小

企
業
者
に
つ
い
て
は
、
特
別
償
却
率

が
二
割
増
し
と
さ
れ
ま
す
。
個
人
事

業
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
制
度
が

創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
　
相
続
税
・
贈
与
税

課
税
価
格
の
特
例

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
以
前
の

相
続
等
及
び
贈
与
に
よ
っ
て
取
得
し

た
財
産
に
つ
い
て
の
相
続
税
又
は
贈

与
税
の
申
告
期
限
が
、
平
成
二
十
三

年
三
月
十
一
日
以
後
に
到
来
す
る
も

の
に
つ
い
て
、
土
地
及
び
一
定
の
非

上
場
株
式
等
の
価
額
は
、
取
得
の
時

の
時
価
に
よ
ら
ず
、
震
災
発
生
直
後

の
価
額
に
よ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

相
続
又
は
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た

建
物
、
家
庭
用
財
産
、
自
動
車
等
が
、

申
告
期
限
前
に
被
害
を
受
け
た
場
合

に
は
、
一
定
の
要
件
の
下
で
、
財
産

の
価
額
か
ら
被
害
を
受
け
た
部
分
の

価
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

４
　
消
費
税

被
災
し
た
法
人
及
び
個
人
事
業
者

は
、
次
の
届
出
書
を
指
定
日
ま
で
に

所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
本
来
の
提
出
時
期
ま
で
に
提

出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
そ
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
（
又
は
や
め
る
こ

と
）
が
で
き
ま
す
。

①

消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届
出

書
②

消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
不
適

用
届
出
書

③

消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択
届

出
書

④

消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択
不

適
用
届
出
書

５
　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

a

被
災
地
で
の
課
税
免
除

津
波
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
地
域

に
つ
い
て
、
市
町
村
長
が
指
定
し
た

対
象
地
域
の
平
成
二
十
三
年
度
分
の

土
地
及
び
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税

及
び
都
市
計
画
税
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

s

住
宅
用
地
の
特
例

住
宅
の
敷
地
に
つ
い
て
は
、
固
定

資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
を
減
額
す

る
特
例
が
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
平
成

二
十
三
年
度
分
に
つ
い
て
こ
の
特
例

が
認
め
ら
れ
て
い
た
土
地
に
つ
い
て
、

住
宅
が
震
災
で
滅
失
し
た
場
合
で
も
、

市
町
村
長
の
認
定
に
よ
っ
て
平
成
三

十
三
年
度
分
ま
で
従
来
ど
お
り
減
額

特
例
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

６
　
そ
の
他

①

被
災
し
た
建
物
の
建
替
え
等
の

場
合
の
所
有
権
の
保
存
登
記
等
に

係
る
登
録
免
許
税
の
免
除

②

被
災
者
が
作
成
す
る
一
定
の
不

動
産
の
譲
渡
契
約
書
等
に
つ
い
て

の
印
紙
税
の
非
課
税

③

被
災
自
動
車
に
係
る
自
動
車
重

量
税
が
還
付
さ
れ
る
ほ
か
、
代
替

取
得
す
る
自
動
車
の
自
動
車
重
量

税
が
免
除

④

代
替
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
、

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら

二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
、
自
動
車
取
得
税
が
免
除

⑤

代
替
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
平

成
二
十
三
年
か
ら
二
十
五
年
度
ま

で
自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車
税
が

免
除
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償却方法の変更申請に関する
「相当期間」

現在採用している減価償却資産の償却
方法を変更しようとするときは、原則と
して、新たな償却方法を採用しようとす
る事業年度開始の日の前日までに「減価
償却資産の償却方法の変更承認申請書」
を所轄の税務署長に提出して、その承認
を受けなければなりません。

そして、償却方法の変更申請は、その
法人が現在採用している償却方法を採用
してから「相当期間」を経過していない
ときには、承認を受けることができませ
んので注意が必要です。

なお、その「相当期間」として通達で
示されている期間は３年間であり、現在
の償却方法を採用してから３年を経過し
ていない場合は、その変更が合併に伴う
ものであるなど、特別な理由があるとき
を除き、相当の期間を経過していないも
のとされます。
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相
続
財
産
の
合
計
額
が
基
礎
控
除

額
以
下
の
と
き
は
、
相
続
税
は
か
か

ら
ず
申
告
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
次
に
例
示
し
た
特
例
な

ど
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
相
続
税

の
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
適
用

要
件
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
相
続

税
の
納
税
が
不
要
と
な
っ
た
場
合
で

も
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

１
　
小
規
模
宅
地
等
の
特
例

遺
産
の
中
に
居
住
用
や
事
業
用
に

使
わ
れ
て
い
た
宅
地
等
が
あ
る
場
合

に
、
そ
の
宅
地
等
の
評
価
額
の
一
定

割
合
を
減
額
す
る
特
例

２
　
配
偶
者
の
税
額
軽
減
の
特
例

被
相
続
人
の
配
偶
者
が
遺
産
分
割

等
に
よ
り
実
際
に
取
得
し
た
遺
産
額

が
、
次
の
多
い
方
の
金
額
ま
で
配
偶

者
に
相
続
税
が
か
か
ら
な
い
特
例

①
　
一
億
六
千
万
円

②
　
配
偶
者
の
法
定
相
続
分
相
当
額

白色申告者でも
記帳が必要な場合

1　青色・白色申告者の記帳制度の概要
所得金額を正しく計算して申告するため

には、収入金額や必要経費に関する日々の
取引を記帳しなければなりません。そして、
それらの取引に伴い作成・受領した書類を
保存しておくことも必要です。

青色申告者に関しては、一定の要件を備
えた帳簿書類の備え付け、記録、保存をし
なければならないことが定められていま
す。

一方、白色申告者のうち、次に示すよう
な一定の人に関しても、記帳等を要するこ
とが定められています。

2　白色申告者でも記帳する必要のある人
不動産所得、事業所得又は山林所得のあ

る人で、次のイ又はロのどちらかに該当す
る場合には、白色申告者であっても記帳を
する必要があります。

イ その年の前年12月31日において、
確定申告等により確定している前々年
分の不動産所得、事業所得及び山林所
得の金額の合計額が300万円を超える
場合

ロ その年の３月31日において、確定申
告等により確定している前年分の不動
産所得、事業所得及び山林所得の金額
の合計額が300万円を超える場合

なお、これらの所得のいずれかが赤字で
あるときは、黒字の金額だけを合計して
300万円を超えるかどうかを判定します。

3　記帳する事項
記帳は、所得金額が正確に計算できるよ

うに、整然かつ明瞭に行う必要があり、そ
の記帳する事項は、売上げなどの総収入金
額と仕入れその他必要経費に関する事項で
す。

例えば、売上げに関する事項の記載内容
としては、取引の年月日、売上先の名称、
金額、日々の売上げの合計金額等があげら
れます。

相
続
税
の
納
税
が
不
要
で
も
申
告
が
必
要
な
場
合


